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○障害者福祉専門分科会 ①7/26 ②8/23 ③9/20 ④10/18 ⑤11/29
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○自立支援協議会 ①6/1 ② ③ ④

○計画策定プロジェクトチーム ⑤4/18 ⑥5/16

○相談支援部会 ①4/13 ②5/11 ③6/8 ④7/13 ⑤9/14 ⑥10/12 ⑦11/9 ⑧12/14 ⑨1/11 ⑩2/8 ⑪3/8

○生活支援部会 ①5/23 ②7/3 ③10/10 ⑤3/xx

○就労支援部会 ①6/22 ②9/26

○障害者団体連絡会 ①5/16 ②9/7 ③11/9 ④2/27

第1期障害児福祉計画策定に係るスケジュール

平成30年1月30日　発達支援課

↑
委員改選

○障害児福祉計画に係る
アンケート調査

資料 ４－１ 



 
 

              第１期障害児福祉計画 概要 

                    
第３次ハートフルプランの構成           国から出された障害児福祉計画の基本指針 

                                                          
                          

                               
    
 

 
 
 
 
市内での現状を踏まえて、児童福祉法に定める障害児通所支援等に関する３ヵ年の目標数値を記載したものとな

っている。     
  
【障害児通所支援等の種類】 

  児童発達支援事業 
    身近な地域で就学前の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練、その他必要な支援を提供する。 
   

医療型児童発達支援事業 
    上肢、下肢または体幹の機能の障害のある幼児に対して児童発達支援及び治療を行う。 
   

放課後等デイサービス支援事業 
    学齢期の障害児に対し、授業の終了後や夏休み等の長期休暇時において、生活能力の向上のための訓練、

社会との交流の促進等を継続的に提供することにより、学校教育と連携しながら放課後の居場所作りを

推進する。 
   

保育所等訪問支援事業 
    障害児施設の専門機能を活かして、その職員が保育所など集団生活を営む施設等を訪問し、その施設に

おける障害児の集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。 
   

居宅訪問型児童発達支援事業 
    重度の障害等の状態にある障害児であって障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困

難な障害児に発達支援が提供できるように障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。 
   

障害児相談支援事業 
    障害児通所支援を利用しようとする障害児やその家族に対し、障害児支援利用計画の作成や、サービス

事業者との連絡調整などの支援を行う。 
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○障害児施策の方向 ・関係機関との連携 
          ・民間事業所の支援の質の向上 
          ・相談支援事業所での利用計画の作成 

促進 
○施策の概要    ・早期からの関わりの充実 
          ・ライフステージに沿った一貫した支援 
          ・障害の特性に応じた適切な支援 
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